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復興Ｎｅｗｓ 陸前高田

＜第１３号＞

平成２６年３月発行

陸前高田市復興対策局

ニ ュ ー ス

各戸配付各戸配付各戸配付各戸配付

市 は 、 こ の た び 米 崎 町 脇 の 沢 、 広 田 町 泊 第 二 の 各 団 地市 は 、 こ の た び 米 崎 町 脇 の 沢 、 広 田 町 泊 第 二 の 各 団 地市 は 、 こ の た び 米 崎 町 脇 の 沢 、 広 田 町 泊 第 二 の 各 団 地市 は 、 こ の た び 米 崎 町 脇 の 沢 、 広 田 町 泊 第 二 の 各 団 地 に お い て 、 住 宅 団 地 や 関 連 道 路 なに お い て 、 住 宅 団 地 や 関 連 道 路 なに お い て 、 住 宅 団 地 や 関 連 道 路 なに お い て 、 住 宅 団 地 や 関 連 道 路 な

ど の 整 備 に 着 手 し ま し た 。 脇 の 沢 住 宅 団 地 は 市 内 最 大 規 模 で 、 北 工 区 と 南 工 区 に 分 け て 工ど の 整 備 に 着 手 し ま し た 。 脇 の 沢 住 宅 団 地 は 市 内 最 大 規 模 で 、 北 工 区 と 南 工 区 に 分 け て 工ど の 整 備 に 着 手 し ま し た 。 脇 の 沢 住 宅 団 地 は 市 内 最 大 規 模 で 、 北 工 区 と 南 工 区 に 分 け て 工ど の 整 備 に 着 手 し ま し た 。 脇 の 沢 住 宅 団 地 は 市 内 最 大 規 模 で 、 北 工 区 と 南 工 区 に 分 け て 工

事 を 行 う ほ か 、 津 波 に 備 え て 緊 急 避 難 路 の 整 備 も 行 い ま す 。事 を 行 う ほ か 、 津 波 に 備 え て 緊 急 避 難 路 の 整 備 も 行 い ま す 。事 を 行 う ほ か 、 津 波 に 備 え て 緊 急 避 難 路 の 整 備 も 行 い ま す 。事 を 行 う ほ か 、 津 波 に 備 え て 緊 急 避 難 路 の 整 備 も 行 い ま す 。

な お 、 各 団 地 の 進 ち ょ く 状 況 は 、 ３ ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す 。な お 、 各 団 地 の 進 ち ょ く 状 況 は 、 ３ ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す 。な お 、 各 団 地 の 進 ち ょ く 状 況 は 、 ３ ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す 。な お 、 各 団 地 の 進 ち ょ く 状 況 は 、 ３ ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す 。

防災集団移転促進事業 市内最大規模の脇の沢団地で工事に着手

≪泊第二団地も加わり、着手は２７団地に≫

ニュース①

平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ７ 日 現 在 で 、平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ７ 日 現 在 で 、平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ７ 日 現 在 で 、平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ７ 日 現 在 で 、

防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 を 計 画 し て防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 を 計 画 し て防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 を 計 画 し て防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 を 計 画 し て

い る 市 内 ３ １ 団 地 の う ち 、 完 成 がい る 市 内 ３ １ 団 地 の う ち 、 完 成 がい る 市 内 ３ １ 団 地 の う ち 、 完 成 がい る 市 内 ３ １ 団 地 の う ち 、 完 成 が

６ 団 地 、 工 事 中 が ２ １ 団 地 に な り６ 団 地 、 工 事 中 が ２ １ 団 地 に な り６ 団 地 、 工 事 中 が ２ １ 団 地 に な り６ 団 地 、 工 事 中 が ２ １ 団 地 に な り

ま し た 。ま し た 。ま し た 。ま し た 。

こ れ に よ り 、 被 災 集 落 地 域 で 計こ れ に よ り 、 被 災 集 落 地 域 で 計こ れ に よ り 、 被 災 集 落 地 域 で 計こ れ に よ り 、 被 災 集 落 地 域 で 計

画 し て い る ２ ７ 団 地 す べ て に お い画 し て い る ２ ７ 団 地 す べ て に お い画 し て い る ２ ７ 団 地 す べ て に お い画 し て い る ２ ７ 団 地 す べ て に お い

て 、 工 事 発 注 が 完 了 し た こ と に なて 、 工 事 発 注 が 完 了 し た こ と に なて 、 工 事 発 注 が 完 了 し た こ と に なて 、 工 事 発 注 が 完 了 し た こ と に な

り ま す 。り ま す 。り ま す 。り ま す 。

詳しくは、復興対策局事業推進室（内線４３３～

４３５）まで。

詳しくは、復興対策局事業推進室（内線４３３～４３５）まで。

今年2月に完成した上長部住宅団地(気仙町)

防災集団移転促進事業 各団地の進ちょく状況のお知らせ

≪完成６団地、工事中２１団地に≫

ニュース③

被災した土地の売買契約をした皆様へ 忘れずに確定申告をしましょうニュース④

詳しくは、復興対策局復興対策係（内線４３２・４３６）まで。

確定申告の際に、原本を提出
平 成 ２ ５ 年 中 に 、 被 災 し た 土平 成 ２ ５ 年 中 に 、 被 災 し た 土平 成 ２ ５ 年 中 に 、 被 災 し た 土平 成 ２ ５ 年 中 に 、 被 災 し た 土

地 の 売 買 契 約 を し た 人 は 、 確 定地 の 売 買 契 約 を し た 人 は 、 確 定地 の 売 買 契 約 を し た 人 は 、 確 定地 の 売 買 契 約 を し た 人 は 、 確 定

申 告 の 必 要 が あ り ま す 。申 告 の 必 要 が あ り ま す 。申 告 の 必 要 が あ り ま す 。申 告 の 必 要 が あ り ま す 。

大 船 渡 税 務 署 管 内 で は 、 平 成大 船 渡 税 務 署 管 内 で は 、 平 成大 船 渡 税 務 署 管 内 で は 、 平 成大 船 渡 税 務 署 管 内 で は 、 平 成

２ ６ 年 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 申 告 す２ ６ 年 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 申 告 す２ ６ 年 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 申 告 す２ ６ 年 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 申 告 す

る こ と に な っ て い ま す が 、 税 務る こ と に な っ て い ま す が 、 税 務る こ と に な っ て い ま す が 、 税 務る こ と に な っ て い ま す が 、 税 務

署 に よ っ て は 、 土 地 代 金 入 金 の署 に よ っ て は 、 土 地 代 金 入 金 の署 に よ っ て は 、 土 地 代 金 入 金 の署 に よ っ て は 、 土 地 代 金 入 金 の

翌 年 の 申 告 に な る こ と も あ り ま翌 年 の 申 告 に な る こ と も あ り ま翌 年 の 申 告 に な る こ と も あ り ま翌 年 の 申 告 に な る こ と も あ り ま

す の で 、 最 寄 り の 税 務 署 に 確 認す の で 、 最 寄 り の 税 務 署 に 確 認す の で 、 最 寄 り の 税 務 署 に 確 認す の で 、 最 寄 り の 税 務 署 に 確 認

し て く だ さ い 。し て く だ さ い 。し て く だ さ い 。し て く だ さ い 。

契 約 の 際 に 渡 し た 契 約 書 の 中契 約 の 際 に 渡 し た 契 約 書 の 中契 約 の 際 に 渡 し た 契 約 書 の 中契 約 の 際 に 渡 し た 契 約 書 の 中

に 、 「 買 取 証 明 書 」 が あ り ま すに 、 「 買 取 証 明 書 」 が あ り ま すに 、 「 買 取 証 明 書 」 が あ り ま すに 、 「 買 取 証 明 書 」 が あ り ま す

の で 、 確 定 申 告 の 際 に 原 本 を 提の で 、 確 定 申 告 の 際 に 原 本 を 提の で 、 確 定 申 告 の 際 に 原 本 を 提の で 、 確 定 申 告 の 際 に 原 本 を 提

出 し て く だ さ い 。出 し て く だ さ い 。出 し て く だ さ い 。出 し て く だ さ い 。

昨年12月に完成した中沢住宅団地(広田町)

「買取証明書」は、契約の際に渡し

た契約書にはさんであります

地 区 団 地 名 移転
⼾数

備 考

福 伏 5 ⼯事中〜H26.7.22完成予定
要 谷 7 H25.12.13 完成済
双 六 10 ⼯事中〜H26.3.28完成予定
双 六 第 二 3 H25.8.23 完成済
上 ⻑ 部 17 H26.2.10 完成済
月 山 50 ⼯事中〜H27.3.25完成予定
今 泉 高 台 ⑦ 13 区画整理⼯事施⼯中
下 矢 作 6 ⼯事中〜H26.6.26完成予定
下 沢 5 ⼯事中〜H26.9.22完成予定

館 8 ⼯事中〜H26.9.8完成予定
高田高台⑤⑥ 43 H25.10月事業認可
高 田 高 台 ⑦ 3 H25.10月事業認可
今 泉 高 台 ⑥ 30 区画整理⼯事施⼯中
脇 の 沢 70 ⼯事中〜H27.10.19完成予定
堂 の 前 5 H25.9.30 完成済
両 替 14 ⼯事中〜H26.4.23完成予定
三 日 市 5 H25.11.15 完成済
柳 沢 9 ⼯事中〜H26.9.9完成予定
茂 ⾥ 花 5 ⼯事中〜H26.10.17完成予定
新 田 7 ⼯事中〜H26.3.10完成予定
只 出 11 ⼯事中〜H26.3.26完成予定
⻑ 洞 13 ⼯事中〜H26.5.23完成予定
大 野 7 ⼯事中〜H26.11.7完成予定
広 田 大 野 18 ⼯事中〜H26.12.12完成予定
田 谷 33 ⼯事中〜H27.3.25完成予定
六 ケ 浦 9 ⼯事中〜H26.6.9完成予定
泊 第 一 3 ⼯事中〜H26.10.20完成予定
泊 第 二 8 ⼯事中〜H26.12.18完成予定
泊 第 三 14 ⼯事中〜H26.10.20完成予定
中 沢 9 H25.12.3 完成済
久 保 6 ⼯事中〜H26.5.7完成予定

合 計 31団地 446 （H26.2.27現在）
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泊第二住宅団地整備工事

◆工事期間

平成26年2月27日から

平成26年12月18日まで

◆工事内容

団地造成工事 Ａ＝7 ,257㎡

造成区画数 8区画

脇の沢緊急避難路その３整備工事

◆工事期間

平成26年2月27日から

平成27年10月19日まで

◆工事内容

緊急避難路整備工事 Ｌ＝159ｍ（Ｗ＝6ｍ）

脇の沢緊急避難路その１整備工事

◆工事期間

平成26年2月27日から

平成27年10月19日まで

◆工事内容

緊急避難路整備工事 Ｌ＝358ｍ（Ｗ＝6ｍ）

脇の沢関連道路整備工事

◆工事期間

平成26年2月27日から

平成27年10月19日まで

◆工事内容

関連道路整備工事 Ｌ＝939ｍ（Ｗ＝10ｍ）

脇の沢住宅団地整備工事

(北工区)

◆工事期間

平成26年2月27日から

平成27年10月19日まで

◆工事内容

団地造成工事

Ａ＝17 ,900㎡

造成区画数 24区画（集

会所用地を含む）

脇の沢住宅団地整備工事

(南工区)

◆工事期間

平成26年2月27日から

平成27年10月19日まで

◆工事内容

団地造成工事

Ａ＝32 ,800㎡

造成区画数 49区画（集

会所用地を含む）
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詳しくは、都市計画課区画整理係まで。

高田地区・今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業

２月２８日に事業認可されました ≪地区全体について事業を拡大します≫

ニュース②

１． 当面の事業スケジュールについて

立候補および投票ができる人は、施行地区内の土地所有者および借

地権者になります。審議会委員は、候補者の中から投票で選出され

ますが、立候補者が定数を超えないときは、投票はありません。（☞５

を参照）

事業計画決定の公告

県知事の認可を受けて、土地区画整理事業が始まりました。建築行

為などを行う場合は許可が必要になります。（☞２を参照）

権利の申告

未登記の借地権などの権利の申告を受け付けます。（☞３を参照）

実測確認申請

（基準地積）

審議会委員選挙

土地登記簿の面積と実際の面積に差がある場合は、土地面積の実測

確認申請をすることができます。（☞４を参照）

仮換地(案)の供覧

（個別説明会）

仮換地指定通知

（仮換地指定）

仮換地の位置、形状および地積を示した文書を郵送します。高田地

区は、平成２７年半ば以降、今泉地区では平成２８年半ば以降に順

次建築することができます。

換地の申出

正式に「換地の申出」を行っていただきます。

意向確認調査

高台、かさ上げ地などの換地先の意向を再調査します。

高田地区高田地区高田地区高田地区

今泉地区今泉地区今泉地区今泉地区

審議会の意見を聴いて、仮換地の案を作成します。個別の宅地ごと

の仮換地位置・形状および地積（減歩率）を説明します。

H26年

2月28日

H26年

3月上旬

H26年

4～6月

H26年

夏

H26年

冬

H27年

春

H27年

半ば

H28年

半ば

２． 建築行為などの制限について

土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 地 区 内 に土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 地 区 内 に土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 地 区 内 に土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 地 区 内 に

お い て 、 事 業 計 画 決 定 の 公 告 の 日お い て 、 事 業 計 画 決 定 の 公 告 の 日お い て 、 事 業 計 画 決 定 の 公 告 の 日お い て 、 事 業 計 画 決 定 の 公 告 の 日

（ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地（ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地（ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地（ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地

処 分 の 公 告 の 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業処 分 の 公 告 の 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業処 分 の 公 告 の 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業処 分 の 公 告 の 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業

完 了 ） ま で の 間 に 、完 了 ） ま で の 間 に 、完 了 ） ま で の 間 に 、完 了 ） ま で の 間 に 、 次 の ① ～ ③次 の ① ～ ③次 の ① ～ ③次 の ① ～ ③ の この この この こ

と を 行 う と き は 、 土 地 区 画 整 理 法 第と を 行 う と き は 、 土 地 区 画 整 理 法 第と を 行 う と き は 、 土 地 区 画 整 理 法 第と を 行 う と き は 、 土 地 区 画 整 理 法 第

７ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り７ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り７ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り７ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、、、、 市 長 の市 長 の市 長 の市 長 の

許 可 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。許 可 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。許 可 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。許 可 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。

①①①① 土 地 の 形 質 の 変 更土 地 の 形 質 の 変 更土 地 の 形 質 の 変 更土 地 の 形 質 の 変 更 (((( 盛 土 、 切 土 、盛 土 、 切 土 、盛 土 、 切 土 、盛 土 、 切 土 、

土 砂 が れ き土 砂 が れ き土 砂 が れ き土 砂 が れ き な どな どな どな ど の 搬 入の 搬 入の 搬 入の 搬 入 ・・・・ た い 積た い 積た い 積た い 積

な どな どな どな ど ))))

②②②② 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 新 築 、建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 新 築 、建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 新 築 、建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 新 築 、

改 築改 築改 築改 築 もももも し く は 増 築し く は 増 築し く は 増 築し く は 増 築 (((( 住 宅 の 新 築住 宅 の 新 築住 宅 の 新 築住 宅 の 新 築

な どな どな どな ど ))))

③③③③ 重 量 が ５ ト ン 以 上 の 物 件 の 設 置重 量 が ５ ト ン 以 上 の 物 件 の 設 置重 量 が ５ ト ン 以 上 の 物 件 の 設 置重 量 が ５ ト ン 以 上 の 物 件 の 設 置

もももも し く は た い 積し く は た い 積し く は た い 積し く は た い 積

３． 未登記の借地権などの申告について

土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 に あ た っ て は 、 現 在 所 有 し て い る 土 地 に つ い て の 権 利 の 内 容土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 に あ た っ て は 、 現 在 所 有 し て い る 土 地 に つ い て の 権 利 の 内 容土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 に あ た っ て は 、 現 在 所 有 し て い る 土 地 に つ い て の 権 利 の 内 容土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 に あ た っ て は 、 現 在 所 有 し て い る 土 地 に つ い て の 権 利 の 内 容

を 明 確 に す る 必 要 が あ り ま す 。を 明 確 に す る 必 要 が あ り ま す 。を 明 確 に す る 必 要 が あ り ま す 。を 明 確 に す る 必 要 が あ り ま す 。

登 記 済 み の 権 利 は 、 土 地 登 記 簿 を 調 査 す る こ と で 確 認 で き ま す が 、 登 記 さ れ て い な い登 記 済 み の 権 利 は 、 土 地 登 記 簿 を 調 査 す る こ と で 確 認 で き ま す が 、 登 記 さ れ て い な い登 記 済 み の 権 利 は 、 土 地 登 記 簿 を 調 査 す る こ と で 確 認 で き ま す が 、 登 記 さ れ て い な い登 記 済 み の 権 利 は 、 土 地 登 記 簿 を 調 査 す る こ と で 確 認 で き ま す が 、 登 記 さ れ て い な い

借 地 権借 地 権借 地 権借 地 権 な どな どな どな ど の 権 利 に つ い て は 、 皆の 権 利 に つ い て は 、 皆の 権 利 に つ い て は 、 皆の 権 利 に つ い て は 、 皆 さ んさ んさ んさ ん か ら 申 告 し て い た だ く こ と に な り ま す 。か ら 申 告 し て い た だ く こ と に な り ま す 。か ら 申 告 し て い た だ く こ と に な り ま す 。か ら 申 告 し て い た だ く こ と に な り ま す 。

① 借 地 権 を 申 告 す る こ と に よ り 、 土 地 区 画 整 理 事 業 に お い て 権 利 者 と し て 取 り 扱 わ① 借 地 権 を 申 告 す る こ と に よ り 、 土 地 区 画 整 理 事 業 に お い て 権 利 者 と し て 取 り 扱 わ① 借 地 権 を 申 告 す る こ と に よ り 、 土 地 区 画 整 理 事 業 に お い て 権 利 者 と し て 取 り 扱 わ① 借 地 権 を 申 告 す る こ と に よ り 、 土 地 区 画 整 理 事 業 に お い て 権 利 者 と し て 取 り 扱 わ

れ 、 審 議 会 委 員 の 選 挙 権 、 被 選 挙 権 を 得 る こ と が で き ま す 。れ 、 審 議 会 委 員 の 選 挙 権 、 被 選 挙 権 を 得 る こ と が で き ま す 。れ 、 審 議 会 委 員 の 選 挙 権 、 被 選 挙 権 を 得 る こ と が で き ま す 。れ 、 審 議 会 委 員 の 選 挙 権 、 被 選 挙 権 を 得 る こ と が で き ま す 。 （☞５を参照）

②②②② 未 登 記 の 借 地 権 の 申 告 は 、 土 地 の 所 有 者 と 借 地 権 者 の未 登 記 の 借 地 権 の 申 告 は 、 土 地 の 所 有 者 と 借 地 権 者 の未 登 記 の 借 地 権 の 申 告 は 、 土 地 の 所 有 者 と 借 地 権 者 の未 登 記 の 借 地 権 の 申 告 は 、 土 地 の 所 有 者 と 借 地 権 者 の 連 名連 名連 名連 名 で 実 印 を 押 印 し 、 そ れ ぞで 実 印 を 押 印 し 、 そ れ ぞで 実 印 を 押 印 し 、 そ れ ぞで 実 印 を 押 印 し 、 そ れ ぞ

れ の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 添 付 の う え 、 提 出 し て く だ さ い 。れ の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 添 付 の う え 、 提 出 し て く だ さ い 。れ の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 添 付 の う え 、 提 出 し て く だ さ い 。れ の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 添 付 の う え 、 提 出 し て く だ さ い 。

③③③③ 申 告 の 受 付 期 間 は 、 事 業申 告 の 受 付 期 間 は 、 事 業申 告 の 受 付 期 間 は 、 事 業申 告 の 受 付 期 間 は 、 事 業 計 画 決 定計 画 決 定計 画 決 定計 画 決 定 の 公 告 の 日 （ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地 処の 公 告 の 日 （ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地 処の 公 告 の 日 （ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地 処の 公 告 の 日 （ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） か ら 換 地 処

分 の 公 告 が あ る 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業 完 了 ） ま で分 の 公 告 が あ る 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業 完 了 ） ま で分 の 公 告 が あ る 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業 完 了 ） ま で分 の 公 告 が あ る 日 （ 土 地 区 画 整 理 事 業 完 了 ） ま で にににに な り ま す 。な り ま す 。な り ま す 。な り ま す 。

４． 基準地積について

基 準 地 積 と は 、 換 地 設 計 に お い て 仮 換 地 の 面 積 を 定 め る と き の 基 準 と な る 従 前 の 宅 地基 準 地 積 と は 、 換 地 設 計 に お い て 仮 換 地 の 面 積 を 定 め る と き の 基 準 と な る 従 前 の 宅 地基 準 地 積 と は 、 換 地 設 計 に お い て 仮 換 地 の 面 積 を 定 め る と き の 基 準 と な る 従 前 の 宅 地基 準 地 積 と は 、 換 地 設 計 に お い て 仮 換 地 の 面 積 を 定 め る と き の 基 準 と な る 従 前 の 宅 地

のののの 面面面面 積 の こ と で す 。積 の こ と で す 。積 の こ と で す 。積 の こ と で す 。

基 準 地 積 は 、基 準 地 積 は 、基 準 地 積 は 、基 準 地 積 は 、 土 地 区 画 整 理 事 業土 地 区 画 整 理 事 業土 地 区 画 整 理 事 業土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 条 例 に お い て施 行 条 例 に お い て施 行 条 例 に お い て施 行 条 例 に お い て 、、、、 事 業 計 画 の 決 定 公 告 の 日 （ 平 成 ２事 業 計 画 の 決 定 公 告 の 日 （ 平 成 ２事 業 計 画 の 決 定 公 告 の 日 （ 平 成 ２事 業 計 画 の 決 定 公 告 の 日 （ 平 成 ２

６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） 現 在 に お け る 、 土 地 登 記 簿 に 記 載 さ れ て い る 面 積 と す る こ と６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） 現 在 に お け る 、 土 地 登 記 簿 に 記 載 さ れ て い る 面 積 と す る こ と６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） 現 在 に お け る 、 土 地 登 記 簿 に 記 載 さ れ て い る 面 積 と す る こ と６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ） 現 在 に お け る 、 土 地 登 記 簿 に 記 載 さ れ て い る 面 積 と す る こ と にににに な っ てな っ てな っ てな っ て

い ま す 。い ま す 。い ま す 。い ま す 。

土 地 所 有 者 は土 地 所 有 者 は土 地 所 有 者 は土 地 所 有 者 は 、 土 地 登 記 簿 の 面 積 と 実 際 の 面 積 に 差 が あ る 場 合 は 、 土 地 面 積 の 実 測 確、 土 地 登 記 簿 の 面 積 と 実 際 の 面 積 に 差 が あ る 場 合 は 、 土 地 面 積 の 実 測 確、 土 地 登 記 簿 の 面 積 と 実 際 の 面 積 に 差 が あ る 場 合 は 、 土 地 面 積 の 実 測 確、 土 地 登 記 簿 の 面 積 と 実 際 の 面 積 に 差 が あ る 場 合 は 、 土 地 面 積 の 実 測 確

認 申 請 を す る こ と が で き ま す 。認 申 請 を す る こ と が で き ま す 。認 申 請 を す る こ と が で き ま す 。認 申 請 を す る こ と が で き ま す 。

①①①① 申 請 に あ た っ て は 、 土 地 面 積 の 実 測 確 認申 請 に あ た っ て は 、 土 地 面 積 の 実 測 確 認申 請 に あ た っ て は 、 土 地 面 積 の 実 測 確 認申 請 に あ た っ て は 、 土 地 面 積 の 実 測 確 認 申 請申 請申 請申 請 書 、 見 取 り 図 、 実 測書 、 見 取 り 図 、 実 測書 、 見 取 り 図 、 実 測書 、 見 取 り 図 、 実 測

図 、 同 意 書図 、 同 意 書図 、 同 意 書図 、 同 意 書 お よお よお よお よ び 申 請 者 の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 提 出 し て い た だ きび 申 請 者 の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 提 出 し て い た だ きび 申 請 者 の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 提 出 し て い た だ きび 申 請 者 の 印 鑑 登 録 証 明 書 を 提 出 し て い た だ き

ま す 。ま す 。ま す 。ま す 。

②②②② 申 請 の あ っ た 土 地 に つ い て は 、 審 査 ・ 確 認 を 行 い 、 今 後 換 地 を 定申 請 の あ っ た 土 地 に つ い て は 、 審 査 ・ 確 認 を 行 い 、 今 後 換 地 を 定申 請 の あ っ た 土 地 に つ い て は 、 審 査 ・ 確 認 を 行 い 、 今 後 換 地 を 定申 請 の あ っ た 土 地 に つ い て は 、 審 査 ・ 確 認 を 行 い 、 今 後 換 地 を 定

め る た め の 基 準 地 積 と し ま す 。め る た め の 基 準 地 積 と し ま す 。め る た め の 基 準 地 積 と し ま す 。め る た め の 基 準 地 積 と し ま す 。

５． 土地区画整理審議会委員の選挙について

土 地 区 画 整 理 審 議 会 は 、 事 業 が 民 主 的 、 か つ 、 公 平 に 運 営 さ土 地 区 画 整 理 審 議 会 は 、 事 業 が 民 主 的 、 か つ 、 公 平 に 運 営 さ土 地 区 画 整 理 審 議 会 は 、 事 業 が 民 主 的 、 か つ 、 公 平 に 運 営 さ土 地 区 画 整 理 審 議 会 は 、 事 業 が 民 主 的 、 か つ 、 公 平 に 運 営 さ

れ る よ う 施 行 者 の 諮 問 機 関 と し て 設 置 さ れ る も の で す 。れ る よ う 施 行 者 の 諮 問 機 関 と し て 設 置 さ れ る も の で す 。れ る よ う 施 行 者 の 諮 問 機 関 と し て 設 置 さ れ る も の で す 。れ る よ う 施 行 者 の 諮 問 機 関 と し て 設 置 さ れ る も の で す 。

審 議 会 委 員 は 、 土 地 所 有 者審 議 会 委 員 は 、 土 地 所 有 者審 議 会 委 員 は 、 土 地 所 有 者審 議 会 委 員 は 、 土 地 所 有 者 お よお よお よお よ び 借 地 権 者 よ り 選 挙 に よ っ てび 借 地 権 者 よ り 選 挙 に よ っ てび 借 地 権 者 よ り 選 挙 に よ っ てび 借 地 権 者 よ り 選 挙 に よ っ て

選 出 さ れ た選 出 さ れ た選 出 さ れ た選 出 さ れ た 人人人人 と 施 行 者 が 選 任 す る 学 識 経 験 者 で 構 成 さ れ ま す 。と 施 行 者 が 選 任 す る 学 識 経 験 者 で 構 成 さ れ ま す 。と 施 行 者 が 選 任 す る 学 識 経 験 者 で 構 成 さ れ ま す 。と 施 行 者 が 選 任 す る 学 識 経 験 者 で 構 成 さ れ ま す 。

立 候 補立 候 補立 候 補立 候 補 お よお よお よお よ び 投 票び 投 票び 投 票び 投 票 が で き る 人が で き る 人が で き る 人が で き る 人 は 、 施 行 地 区 内 の 土 地 所 有 者は 、 施 行 地 区 内 の 土 地 所 有 者は 、 施 行 地 区 内 の 土 地 所 有 者は 、 施 行 地 区 内 の 土 地 所 有 者 おおおお

よよよよ び 借 地 権 者 のび 借 地 権 者 のび 借 地 権 者 のび 借 地 権 者 の 皆 さ ん に皆 さ ん に皆 さ ん に皆 さ ん に な り ま す 。な り ま す 。な り ま す 。な り ま す 。

選 挙 事 務 手 続 き選 挙 事 務 手 続 き選 挙 事 務 手 続 き選 挙 事 務 手 続 き お よお よお よお よ び ス ケ ジ ュ ー ル の 詳 細 に つ い て は 、 後 日び ス ケ ジ ュ ー ル の 詳 細 に つ い て は 、 後 日び ス ケ ジ ュ ー ル の 詳 細 に つ い て は 、 後 日び ス ケ ジ ュ ー ル の 詳 細 に つ い て は 、 後 日

お 知 ら せ し ま す 。お 知 ら せ し ま す 。お 知 ら せ し ま す 。お 知 ら せ し ま す 。

土地面積の実測確認申請ができる期間は、事業計画の決定公告の日(平成２６年２月２８

日まで)から６０日以内(平成２６年４月２９日まで)になっています。

所 有 者 （ 登 記 名 義 人 ）所 有 者 （ 登 記 名 義 人 ）所 有 者 （ 登 記 名 義 人 ）所 有 者 （ 登 記 名 義 人 ） ま たま たま たま た は 借 地 権 者 （ 申 告 者 含 む ） が 死は 借 地 権 者 （ 申 告 者 含 む ） が 死は 借 地 権 者 （ 申 告 者 含 む ） が 死は 借 地 権 者 （ 申 告 者 含 む ） が 死

亡 さ れ て い る 場 合 に 、 相 続 人 が 選 挙 権亡 さ れ て い る 場 合 に 、 相 続 人 が 選 挙 権亡 さ れ て い る 場 合 に 、 相 続 人 が 選 挙 権亡 さ れ て い る 場 合 に 、 相 続 人 が 選 挙 権 お よお よお よお よ び 被 選 挙 権 を 行 使び 被 選 挙 権 を 行 使び 被 選 挙 権 を 行 使び 被 選 挙 権 を 行 使

す る た め に はす る た め に はす る た め に はす る た め に は 、、、、 相 続 の 手 続 き （ 登 記相 続 の 手 続 き （ 登 記相 続 の 手 続 き （ 登 記相 続 の 手 続 き （ 登 記 ま たま たま たま た は 届 出 ） が 必 要 と なは 届 出 ） が 必 要 と なは 届 出 ） が 必 要 と なは 届 出 ） が 必 要 と な

り ま す 。り ま す 。り ま す 。り ま す 。

ま た 、 一 つ の 土 地 を 数 人 で 所 有ま た 、 一 つ の 土 地 を 数 人 で 所 有ま た 、 一 つ の 土 地 を 数 人 で 所 有ま た 、 一 つ の 土 地 を 数 人 で 所 有 しししし て い るて い るて い るて い る 人人人人 が 、 選 挙 権が 、 選 挙 権が 、 選 挙 権が 、 選 挙 権 お よお よお よお よ

び 被 選 挙 権 を 行 使 す る た め に はび 被 選 挙 権 を 行 使 す る た め に はび 被 選 挙 権 を 行 使 す る た め に はび 被 選 挙 権 を 行 使 す る た め に は 、、、、 代 表 者 選 任 通 知 を 提 出代 表 者 選 任 通 知 を 提 出代 表 者 選 任 通 知 を 提 出代 表 者 選 任 通 知 を 提 出 す るす るす るす る

必 要 が あ り ま す 。必 要 が あ り ま す 。必 要 が あ り ま す 。必 要 が あ り ま す 。

選挙期日の公告(３月中旬)

選挙人名簿の縦覧(４月上旬)

立候補の受付(５月中旬)

候補者の公告(５月下旬)

選挙期日(６月上旬)

選挙人の決定(６月下旬)

【審議会委員選挙の流れ】【審議会委員選挙の流れ】【審議会委員選挙の流れ】【審議会委員選挙の流れ】

建築行為などの制限は、赤線で囲まれたエリアです

※この許可を受けようとする場合は、事前に相

談してください。

【審議会委員の定数】

◎高田地区…２０名(うち学識経験者３名)

◎今泉地区…１５名(うち学識経験者３名)

今泉地区

113.0ha 高田地区

189.8ha


